
 

 

高知県シルバー人材センター連合会運営費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高知県補助金等交付規則（昭和４３年高知県規則第７号。

以下「規則」という。）第２４条の規定に基づき、高知県シルバー人材センター

連合会運営費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助目的及び補助対象事業） 

第２条 県は、シルバー人材センター事業を推進するため、社団法人高知県シル

バー人材センター連合会（以下「連合会」という。）が実施する次に掲げる事業

に要する経費について補助する。 

     （１）シルバー人材センター連合会本部運営事業 高年齢者就業機会確保事業   

（シルバー人材センター事業）実施要領（平成１２年６月１２日付け労働   

省発職第１２４－２号）に基づき実施する連合会の本部の運営に係る事業 

 （２）ミニシルバー就業機会開拓等支援事業 ミニシルバー就業機会開拓等支

援事業実施要領（平成１４年３月２２日付け１３高雇対第１７８号商工労

働部長通知）に基づき実施する事業 

 

（補助対象経費及び補助金の額） 

第３条 前条に規定する事業（以下「補助事業」という。）の補助対象経費及び補

助金の額は別表第１及び第２に定めるとおりとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第４条 規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によ

るものとし、次に掲げる書類を添えて知事の指定する期日までに知事に提出し

なければならない。 

 （１）連合会の本部の事業計画書 

 （２）別記第２号様式によるミニシルバー就業機会開拓等支援事業計画書 

 （３）別記第３号様式による補助事業の経費の配分計画書 

 （４）別記第４号様式による補助事業の予定経費内訳書 

 （５）連合会の本部の収支予算書 

 （６）前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要があると認めた書類 

２ 連合会は、前項の補助金等交付申請書を提出するに当たっては、当該補助金

に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消

費税及び地方消費税相当額のうち、所得税法及び消費税法の一部を改正する法

律（平成６年法律第１０９号）及び地方税法等の一部を改正する法律（平成６



 

 

年法律第１１１号）の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税として

控除することができる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

でない。 

 

（補助金の交付の決定） 

第５条 知事は、前条第１項の規定による申請が適当であると認めたときは、補

助金の交付の決定をし、連合会に通知するものとする。ただし、当該申請をし

たものが別表第３に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。 

 

（補助の条件） 

第６条 補助金の交付の目的を達成するため、連合会は、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。 

 （１）補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合は、事前に別記第５号

様式による事業変更承認申請書に別記第６号様式による補助事業の経費の

配分変更計画書及び別記第７号様式による変更承認申請経費内訳書を添付

して知事に提出し、その承認を受けること。ただし、補助事業の内容の変

更が軽微であり、かつ、経費の配分の変更が補助事業の経費の配分計画書

に記載した補助対象経費の各区分の金額の２割を超えない場合はこの限り

でない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けること。 

 （３）補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難とな

った場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 

 （４）補助事業についての帳簿を備え、補助事業に係る経費と他の経費とを明   

確に区分して経理し、補助金の使途を明らかにしておくこと。 

 （５）前号の経理を行う場合、その支出内容を証する書類を整備して同号の帳   

簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保管すること。 

 （６）補助事業の実施に当たっては、別表第３に掲げるいずれかに該当すると

認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこ

と等の暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこ

と。 

 （７）間接補助金の交付に当たっては、間接補助事業者に対して前号の条件を

付さなければならないこと。 

 （８）補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取り扱いに準じて行わ

なければならないこと。 



 

 

 

（処分を制限する機械及び器具） 

第７条 連合会が補助事業により取得し、又は効用を増加させた財産のうち規則 

第１９条第１項第２号に規定する機械、重要な器具等は、取得価格又は効用の

増加価格が５０万円以上の機械及び重要な器具とする。 

 

（概算払） 

第８条 知事は、補助金について、規則第１４条ただし書の規定に基づき、概算

払をすることができる。 

２  連合会が前項の規定に基づき概算払の請求をしようとするときは、別記第８

号様式の概算払請求書によらなければならない。 

 

（実績報告書） 

第９条 規則第１１条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第９号様式

によるものとし、次に掲げる書類を添えて補助事業の完了の日若しくは廃止の

承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は当該年度の翌年度の４月

１５日のいずれか早い日までに知事に提出しなければならない。 

 （１）連合会の本部の事業報告書 

 （２）別記第１０号様式によるミニシルバー就業機会開拓等支援事業報告書 

 （３）別記第１１号様式による経費明細書兼補助金精算書 

 （４）連合会の本部の収支決算書 

２ 連合会は、前項に規定する実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税

及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税及び地方消

費税に係る仕入控除額を減額して報告しなければならない。 

 

（補助金の取消し及び補助金の返還等） 

第１０条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交

付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずるものとする。 

 （１）不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金をその対象となった事業以外に充当したとき。 

（３）別表第３に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。 

 （４）前３号に掲げるもののほかこの要綱の規定又はこの要綱に基づく命令に

違反したとき。 

２ 連合会は、補助事業完了後に消費税の申告により補助金に係る消費税及び地

方消費税に係る仕入控除税額報告書を速やかに知事に報告しなければならない。



 

 

ただし、確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が、実績報告書に

おいて減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を上回らない場合は、

提出を要しない。 

３ 知事は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税

に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（グリーン購入） 

第１１条 連合会は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定

める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるもの

とする。                                 

 

（ 情 報 の 開 示 ）  

第１２条 補助事業又は連合会に関して、高知県情報公開条例（平成２年高知県

条例第１号）に基づく開示請求があった場合は、同条例第６条第１項に規定す

る非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。 

 

     附  則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２６年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要 

綱に基づき交付された補助金については、第６条第１項第５号、第１０条及び

第１２条の規定は同日以降もなおその効力を有する。 

 

     附  則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

 

     附  則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

 

 附  則 

  この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。     

 

     附  則 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

     附  則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 



 

 

 

     附  則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 



（その１）別表第１（第３条関係）　　補助対象経費（シルバー人材センター連合会本部運営事業）

補助対象となる経費

①　職員俸給及び諸手当

管

②　社会保険料

理

③　その他
費

光熱水料 　電気料、水道料及びガス料

公租公課 　固定資産税、法人としての都道府県民税及び市町村民税

借料及び損料 　運営に要する事務所及び事務用機器等の借上げ料

雑役務費 　修繕費、委託費、収入印紙及び支払手数料
　
事

①　事務所に必要な備品類の購入に要する次の経費
事

②　事業を運営するために必要な備品類の購入に要する次の経費
業

費 　事務用消耗品費、燃料費等

①　図書、文書、図面、議案、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類及び伝票等の製本代

②　就業に関する普及、啓発に要するポスター、パンフレット等の印刷代　　　

　　（用紙代を含む。）

①　郵便料、電信料及び電話料

②　事業用等の諸物品の荷造費及び運賃

③　近距離の乗船及び乗車の回数券

④　有料道路の通行券

　自動車重量税

　事業の運営に必要な駐車場及び作業場等の借り上げ料

①　シルバー損害保険料

②　自動車損害賠償責任保険料

③　その他損害保険料

事業運営委員会等、関係行政機関等との諸会議の会議賄い費

①　収入印紙等

②  機械器具及び自動車の修繕費

③　作業適応訓練等に要する経費

④　その他雑役務に要する経費

①　講師等に支払う謝金及び謝礼

②　事務、事業等を委嘱された者等に対する報酬及び謝金

臨時に雇用する職員の賃金(会員等を臨時職員として雇用する場合に限る。)

技能訓練用テキスト、教材及び簡単な手工具類購入費
公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練に係る委託費及び会員の授業料

教材費

訓練委託費

　　健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保
険料（労災保険及び雇用保険）、児童手当拠出金等の法定福利費のうち事
業主負担分

諸謝金

賃金

会議費

雑役務費

　役職員が連絡・会議、経験交流、研修、調査及び事業実施に必要な事業開
拓等に要する旅費

    机、椅子、図書、電話機（手数料及び架設費を含む。）、応接セット及びそ
の他必要な備品類の購入費

    自動車（諸経費を含む。)、作業衣、かま、のこぎり、はさみ、刷毛、用具類
の保管庫その他必要な作業用具類の購入費(自動車以外の備品類の購入
については、単価が５０万円未満のものとすること。）

公租公課

借料及び損料

保険料

通信運搬費

消耗品費

印刷製本費

旅費

備品費

     職員基本給（本俸）、職員特別給与（賞与）、扶養手当、通勤手当、住居
手当、  管理職手当、超過勤務手当等

     職員の健康診断に要する費用、救急薬品購入費用、職員退職給与引当
預金及び中小企業退職金共済等の掛金に支出する費用

人件費

区分

一
般
運
営
費



（その２）別表第１（第３条関係）　　　補助対象経費　（ミニシルバー就業機会開拓等支援事業）

補　助　対　象　経　費

　専門員に支払う賃金

　専門員雇用に係る労災保険料

そ 旅費 　就業機会の開拓、会員拡大のための活動に要する旅費

の 会議・説明会 　就業機会の開拓、会員拡大のために要する会議・説明会、広報関係経費
他 広報関係経費

別表第２（第３条関係）　　　　　 補助金の額

補　助　金　の　額

　事業の実施に要する経費の２分１の額を上限として、予算の範囲内で

連合会本部運営事業 決定する。

ミニシルバー就業機会 　予算の範囲内で決定する。

開拓等支援事業

事 業 区 分

シルバー人材センター

区      分

賃金

労災保険料事
業
費



別表第３（第５条、第６条、第１０条関係） 

１ 暴力団（高知県暴力団排除条例（平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」

という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（暴

排条例第２条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 

２ 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、

相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を

執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する

ものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これ

らと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が暴力団員等であるとき。 

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用していると

き。 

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、

物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団

の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認

められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、

又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したと

き。 

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している

とき。 

 



別記  

第１ 号様式（第４ 条関係 ）  

                                                        第           号  

                                                      平成 年  月   日  

 

 

  高 知 県知事                 様  

 

 

                                       申 請者  

                                         住 所  

 

                                         氏 名                        印  

                                                   生年月日 

 

 

                     補   助   金   交   付   申   請   書  

 

  高 知 県 補 助 金 等 交 付 規 則 第 ３ 条 及 び 高 知 県 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 運 営 費

補助 金交付要綱第 ４条第 １項の規定に より、平成     年 度高知県 シルバー人材 セン

ター 連合会運営費 補助金 の交付を下記 のとお り関係書類を 添えて 申請します。  

 

                                   記  

 

１   補 助金交付申 請額                      円  

 

２   補 助事業の実 施期間      平 成  年  月  日から平成  年  月  日まで  

 

関係 書類  

  (1)連合会 の本部の事 業計画書  

 (2)ミニシ ルバー就業 機会開拓等支 援事業 計画書  

 (3)補助事 業の経費の 配分計画書  

 (4)補助事 業の予定経 費内訳書  

 (5)連合会 の本部の収 支予算書  

  (6)連合会 のミニシル バー就業機会 開拓等 支援事業に関 する規 程  



第２号様式（第４条関係）
　　別添

＊前年度の実績
（平成　年　月現在）

本年度の目標 備　　　　考

　　　　　　　　件 　　　　　　　　件

うち専門員による受注件数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

うち専門員による契約金額 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　回 　　　　　　　　回

うち専門員の訪問回数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　人 　　　　　　　　人

うち専門員による獲得会員数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　回 　　　　　　　　回

うち専門員の訪問回数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　地区 　　　　　　　　　地区

うち専門員により広がった活動地区数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

目標数値

センター名

会員数

会員拡大のための家庭等の訪問回数

会員・受注のための活動地区数

（注）本年度から初めて専門員を配置するセンターについては、「＊前年度実績」欄における専門員活動の実績
状況のカッコ内の再掲は、必要ありません。

項　　　目

受注件数

契約金額

就業機会開拓のための事業所等の訪問回数



第
３

号
様

式
（
第

４
条

関
係

）

（
単

位
　

千
円

）

国
の

補
助

額

補
助

対
象

合
計

合
計

ﾐﾆ
ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

就
業

機
会

開
拓

等
支

援
事

業
計

外
 経

 費

事
業

費
計

事
業

費

人
件

費
一

般
運

営
費

（
注

）
　

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
等

（
当

該
経

費
に

含
ま

れ
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
の

う
ち

、
消

費
税

法
に

規
定

す
る

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
額

と
し

て
控

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
部

分
の

　
　

　
　

金
額

及
び

当
該

金
額

に
１

０
０

分
の

２
５

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
い

う
。

）
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
減

額
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
補

助
金

交
付

申
請

時
に

お
い

て
そ

の
金

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

は
減

額
の

必
要

は

　
　

　
　

あ
り

ま
せ

ん
。

補
　

　
助

　
　

事
　

　
業

　
　

の
　

　
経

　
　

費
　

　
の

　
　

配
　

　
分

　
　

計
　

　
画

　
　

書

管
理

費

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ﾐﾆ
ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

就
業

機
会

開
拓

等
支

援
事

業

補
　

　
助

　
　

事
　

　
業

　
　

に
　

　
要

　
　

す
　

　
る

　
　

経
　

　
費

補
　

　
助

　
　

対
　

　
象

　
　

経
　

　
費

県
の

補
助

額



第
４

号
様

式
（
第

４
条

関
係

）

（
単

位
　

千
円

）

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

　
 　

　
総

合
計

補
助

対
象

経
費

　
　

  
　

　
　

　
　

　
 合

　
 計

事
業

費
計

（
内

訳
）

人
件

費
計

（
内

訳
）

一
般

運
営

費
計

（
内

訳
）

積
算

内
訳

国
の

補
助

額
県

の
補

助
額

国
の

補
助

額
県

の
補

助
額

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

積
算

内
訳

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

補
 助

 事
 業

 の
 予

 定
 経

 費
 内

 訳
 書

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合

ミ ニ シ ル バ ー 就 業 機 会 開 拓 等 支 援

事 業 費

合
　

　
　

　
　

計

合
　

　
　

　
　

計

管 理 費

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

事
業

費
計

（
内

訳
）

（
内

訳
）

補
助

対
象

外
経

合
計

（
注

）
　

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
等

（
当

該
経

費
に

含
ま

れ
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
の

う
ち

、
消

費
税

法
に

規
定

す
る

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
と

し
て

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

部
分

の
金

額
及

び
当

該
金

額
に

　
　

　
　

１
０

０
分

の
２

５
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

い
う

。
）
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
減

額
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
補

助
金

交
付

申
請

時
に

お
い

て
そ

の
金

額
が

明
ら

か
で

な
い

場
合

は
、

減
額

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

連 合 会 本 部 運 営 事 業

援 事 業

事 業 費



第５ 号様式（第６ 条関係 ）  

                                                          第          号  

                                                        平成 年  月  日  

 

 

  高 知 県知事                 様  

 

 

                                       申 請者  

                                         住 所  

 

                                         氏 名                        印  

 

 

                   事   業   変   更   承   認   申   請   書  

 

 平 成    年    月    日    第    号 で 交 付 の 決 定 が あ り ま し た 平 成    年 度

高 知 県 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 運 営 費 補 助 金 に 係 る 補 助 事 業 を 下 記 の と お り

変更 したいので、同補助 金交付要綱第 ６条第 １号の規定に より承 認されるよう 申請

しま す。  

 

                                   記  

 

１   変 更事項                 

 

２   変 更理由  

 

３   変 更 内 容       別 添 の 補 助 事 業 の 経 費 の 配 分 変 更 計 画 書 及 び 変 更 承 認 申 請 経

         費内 訳書のとおり  

 

 

 

 

 

 



第
６

号
様

式
（
第

６
条

関
係

）

（
単

位
　

千
円

）

国
の

補
助

額

補
助

対
象

合
計

合
計

ﾐﾆ
ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

就
業

機
会

開
拓

等
支

援
事

業
計

外
 経

 費

事
業

費
計

事
業

費

人
件

費
一

般
運

営
費

当 初 変 更 後 差 引

（
注

）
　

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
等

（
当

該
経

費
に

含
ま

れ
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
の

う
ち

、
消

費
税

法
に

規
定

す
る

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
額

と
し

て
控

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
部

分
の

金
額

及
び

　
　

　
　

当
該

金
額

に
１

０
０

分
の

２
５

を
乗

じ
て

得
た

金
額

を
い

う
。

）
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
減

額
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
事

業
変

更
承

認
申

請
時

に
お

い
て

そ
の

金
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
は

減
額

の
必

要
は

あ
り

ま
せ

ん
。

区 分

補
　

　
助

　
　

事
　

　
業

　
　

の
　

　
経

　
　

費
　

　
の

　
　

配
　

　
分

　
　

変
　

　
更

　
　

計
　

　
画

　
　

書

管
理

費

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

人
材

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

連
合

会
本

部
運

営
事

業

ﾐﾆ
ｼ
ﾙ

ﾊ
ﾞｰ

就
業

機
会

開
拓

等
支

援
事

業

補
　

　
助

　
　

事
　

　
業

　
　

に
　

　
要

　
　

す
　

　
る

　
　

経
　

　
費

補
　

　
助

　
　

対
　

　
象

　
　

経
　

　
費

県
の

補
助

額



第
７

号
様

式
（
第

６
条

関
係

）

（
単

位
　

千
円

）

当
初

変
更

後
当

初
変

更
後

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

　
　

総
合

計

補
助

対
象

経
費

  
　

　
　

　
　

　
 合

　
 計

事
業

費
計

（
内

訳
）

人
件

費
計

（
内

訳
）

一
般

運
営

費
計

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

変
　

更
　

承
　

認
　

申
　

請
　

経
　

費
　

内
　

訳
　

書

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

ミ ニ シ ル バ ー 就 業 機 会 開 拓 等 支

事 業 費

合
　

　
　

　
　

計

合
　

　
　

　
　

計

管 理 費

積
算

内
訳

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

変
更

後
の

国
の

補
助

額
変

更
後

の
県

の
補

助
額

変
更

後
の

国
の

補
助

額
変

更
後

の
県

の
補

助
額

積
算

内
訳

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

（
内

訳
）

事
業

費
計

（
内

訳
）

（
内

訳
）

補
助

対
象

外
経

費
 　

　
　

　
　

 合
　

 計

（
注

）
　

補
助

事
業

に
要

す
る

経
費

に
つ

い
て

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
等

（
当

該
経

費
に

含
ま

れ
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
の

う
ち

、
消

費
税

法
に

規
定

す
る

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
と

し
て

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

部
分

の
金

額
及

び
当

該
金

額
に

　
　

　
　

１
０

０
分

の
２

５
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

い
う

。
）
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
減

額
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。
た

だ
し

、
事

業
変

更
承

認
申

請
時

に
お

い
て

そ
の

金
額

が
明

ら
か

で
な

い
場

合
は

、
減

額
の

必
要

は
あ

り
ま

せ
ん

。

連 合 会 本 部 運 営 事 業

支 援 事 業

事 業 費



第８ 号様式（第８ 条関係 ）  

 

概    算    払   請    求    書  

 

 

 

            金                           円 也  

 

 

  上 記 平成     年 度 高知 県シルバー人 材セン ター連合会運 営費補 助金（決定通知番

号           号 ） を概算 交付されるよ う請求 します。  

 

                                   記  

 

  補 助 金交付決定 額                         円  

 

  既 交 付額                                 円  

 

  今 回 請求額                               円  

 

 

    平 成  年    月    日  

 

  高 知 県知事                 様  

 

 

                                       申 請者  

                                         住 所  

 

                                         氏 名                        印  

 

 

 

 

 



第９ 号様式（第９ 条関係 ）  

                                                          第          号  

                                                        平成 年  月  日  

 

 

  高 知 県知事                 様  

 

 

                                         住 所  

 

                                         氏 名                         印  

 

 

                   補  助  事  業  実  績  報  告  書  

 

 平成   年     月     日     第      号で 交の決定 がありまし た      年度高

知県 シルバー人材 センタ ー連合会運営 費補助 金に係る補助 事業の 実績について、高

知 県 補 助 金 等 交 付 規 則 第 １ １ 条 第 １ 項 及 び 高 知 県 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 運

営 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 下 記 の と お り 関 係 書 類 を 添 え て 報

告し ます。  

 

 

                                   記  

 

１   補 助事業の実 施期間          平 成  年  月  日から 平成  年  月  日ま で  

 

２   事 業実 績の概要             別 添連 合会の本 部の事業報 告書及び ミニシルバ

                ー就業機 会開拓等支援 事業報 告書のとおり  

 

関係 書類  

  (1)経費明 細書兼補助 金精算書  

 (2)連合会 の本部の収 支決算書  

 

 



団体

配置期間 配置延べ日数

1 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

2 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

3 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

4 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

5 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

6 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

7 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

8 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

9 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

10 月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

月　～　　　月 　　　　　　　　　　日

　　　　別添のとおり

(2) 配置期間等

合　　　計

配置先センター名

2　実績数値

第10号様式（第９条関係）

ミニシルバー就業機会開拓等支援事業報告書ミニシルバー就業機会開拓等支援事業報告書ミニシルバー就業機会開拓等支援事業報告書ミニシルバー就業機会開拓等支援事業報告書

１　専門員の配置（実績）
(1) 配置先センター数：



　　別添

＊前年度の実績 本年度の目標 備　　　　考

　　　　　　　　件 　　　　　　　　件

うち専門員による受注件数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　円 　　　　　　　　円

うち専門員による契約金額 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　回 　　　　　　　　回

うち専門員の訪問回数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　人 　　　　　　　　人

うち専門員による獲得会員数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　回 　　　　　　　　回

うち専門員の訪問回数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　地区 　　　　　　　　　地区

うち専門員により広がった活動地区数 （　　　　　　　　　　　） （　　　　　　　　　　　）

実績数値

センター名

会員数

会員拡大のための家庭等の訪問回数

会員・受注のための活動地区数

（注）本年度から初めて専門員を配置したセンターについては、「＊前年度実績」欄における専門員活動の実績
状況カッコ内の再掲は、必要ありません。

項　　　目

受注件数

契約金額

就業機会開拓のための事業所等の訪問回数



第
１

１
号

様
式

（
第

９
条

関
係

）

（
単

位
　

円
）

Ａ
Ｂ

（
Ａ

×
1
/
2
）

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

（
Ｅ

－
Ｄ

）

人
件

費 （
内

訳
）

一
般

運
営

費

（
内

訳
）

事
業

費

（
内

訳
）

（
内

訳
）

県
の

補
助

金
既

交
付

額
県

の
補

助
金

確
定

額

管 理 費

区
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
分

経
 費

 明
 細

 書
 兼

 補
 助

 金
 精

 算
 書

補 　 助 　 対 　 象 　 経

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー 連 合 会 本 部 運 営 事 業

合
　

　
　

　
計

県
の

補
助

金
既

交
付

額
と

県
の

補
助

金
確

定
額

と
の

差
額

補
助

事
業

に
要

し
た

経
費

補
助

事
業

に
要

し
た

経
費

に
２

分
の

１
を

乗
じ

て
得

た
額

県
の

補
助

金
交

付
決

定
額

事
業

費

（
内

訳
）

補
助

対
象

外
経

費

合
　

　
　

　
計

（
注

）
　

１
　

シ
ル

バ
ー

人
材

セ
ン

タ
ー

連
合

会
本

部
運

営
事

業
に

係
る

「
県

の
補

助
金

確
定

額
　

Ｄ
」
は

、
「
補

助
事

業
に

要
し

た
経

費
に

２
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
　

Ｂ
」
と

「
県

の
補

助
金

交
付

決
定

額
　

Ｄ
」
の

い
ず

　
　

　
　

　
　

れ
か

低
い

方
の

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

２
　

ミ
ニ

シ
ル

バ
ー

就
業

機
会

開
拓

等
支

援
事

業
に

係
る

「
県

の
補

助
金

確
定

額
　

Ｄ
」
は

、
「
補

助
事

業
に

要
し

た
経

費
　

Ａ
」
と

「
県

の
補

助
金

交
付

決
定

額
　

Ｃ
」
の

い
ず

れ
か

低
い

方
の

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

　
　

　
　

３
　

補
助

事
業

に
要

し
た

経
費

に
つ

い
て

消
費

税
仕

入
控

除
税

額
等

（
当

該
経

費
に

含
ま

れ
る

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

相
当

額
の

う
ち

、
消

費
税

法
に

規
定

す
る

仕
入

れ
に

係
る

消
費

税
と

し
て

  
　

　
　

　
　

控
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

部
分

の
金

額
及

び
当

該
金

額
に

１
０

０
分

の
２

５
を

乗
じ

て
得

た
金

額
を

い
う

。
）
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

金
額

を
減

額
し

て
記

入
し

て
く
だ

さ
い

。

ミ ニ シ ル バ ー 就 業 機

機 会 開 拓 等 支 援 事 業

経 　 費

業


